
64   
 

 

 
 

遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人

弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所 

第 49表

１ ３ ６ １ ２ ３

1000 万 円 以 下  1 552   67   182   411   470   276   88   58 

5000 万 円 以 下  2 835   42   204   662   928   619   190   190 

１ 億 円 以 下   974   10   45   129   272   271   125   122 

５ 億 円 以 下   655   5   15   58   128   194   97   158 

５ 億 円 を 超 え る   67 -   3   4   11   16   10   23 

算 定 不 能 ・ 不 詳

有  4 128   80   172   616  1 211  1 111   438   500 

1000 万 円 以 下   770   35   51   164   239   182   58   41 

5000 万 円 以 下  1 749   24   80   307   587   449   149   153 

１ 億 円 以 下   753   8   24   80   206   214   112   109 

５ 億 円 以 下   554   5   7   35   104   167   88   148 

５ 億 円 を 超 え る   62 -   3   4   8   14   10   23 

算 定 不 能 ・ 不 詳

無  2 353   55   297   722   721   375   104   79 

1000 万 円 以 下   782   32   131   247   231   94   30   17 

5000 万 円 以 下  1 086   18   124   355   341   170   41   37 

１ 億 円 以 下   221   2   21   49   66   57   13   13 

５ 億 円 以 下   101 -   8   23   24   27   9   10 

５ 億 円 を 超 え る   5 - - -   3   2 - - 

算 定 不 能 ・ 不 詳   158   3   13   48   56   25   11   2 

  67   85   21   26   240   8   7   26 

  579 

  398   11   20   74   123   110   32   28 

 1 338  1 932  1 486   542 総 数  6 481   135   469 
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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数（｢分割をしない｣

を除く）―分割の方法別―全家庭裁判所 

第 50 表 

総

数

配

偶

者

子

そ

の

他

土 地   440   153   466   55 

建 物   70   44   71   7 

現 金 等   456   247   420   114 

動 産 そ の 他   30   21   33   4 

代 償 金 取 得   18   85   275   152 

土 地 ・ 建 物   642   394   625   51 

土 地 ・ 現 金 等   238   63   206   28 

土 地 ・ 動 産 そ の 他   20   9   19   4 

建 物 ・ 現 金 等   60   32   48   4 

建 物 ・ 動 産 そ の 他   4   1   5 - 

現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   55   47   49   15 

土 地 ・ 建 物 ・ 現 金 等   860   336   664   74 

土 地 ・ 建 物 ・ 動 産 そ の 他   65   42   57   5 

土 地 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   30   11   26   6 

建 物 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   21   12   11   3 

土地・建物・現金等・動産その他   233   135   149   30 

そ の 他 1）  3 225   79  2 427   319 

 5 551   871 

分 割 の 方 法

総 数  6 467  1 711 

（注）「分割の方法」の相続人が２種類以上にわたる場合には，重複計上してある。 
１）代償金を支払う旨の定めがされたものである。 


